
1. 家畜伝染病予防法について
　家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防
し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図る
ことを目的とし、昭和 26 年に制定された。
　家畜伝染病予防法の基本的な考え方を端的に言えば、第
一に、家畜の伝染性疾病の病原体の家畜への侵入リスクを
可能な限り低減することであり、第二に、迅速に家畜の伝
染性疾病の発生状況を把握し、仮に発生した場合に、早急
にその封じ込めを図ることである。
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　このため、家畜伝染病予防法では、日々の家畜の健康管
理と同義である飼養衛生管理基準の遵守を家畜の所有者
に義務付けることをはじめとした発生予防措置のほか、悪
性の家畜の伝染性疾病について、ひとたび発生した場合に
患畜等のと殺の義務付け等の強権的な措置を可能とする
まん延防止措置を規定し、あわせて、我が国への家畜の伝
染性疾病の病原体の侵入を防止するための輸出入検疫措
置などを規定しているところである。
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